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１．はじめに

　育種事業における指定試験地は大正15年に小麦、昭和 2年に水稲について

開始され、水稲では最初に 9県の農事試験場を試験地に指定した。背景とし

ては国立の農事試験場が育成した新品種が地方において必ずしも十分な適応

性を示せなかったこと、また地方の農事試験場が独自に育種するには十分な

施設と人材を得ることが困難なことがあった。そこで、全国をいくつかの生

態区に分けて農林省の指定試験地を設け、組織的に連携して育種を行うこと

にした1）。育種に遅れて、土壌肥料の指定試験地が昭和 4年に13県で開始さ

れた2）。

　さて、全ての研究分野の指定試験事業が平成22年度で幕を閉じた。そこ

で、指定試験制度の歴史を振り返るとともに、環境問題に重点を移した平成

7年以降と、公募制がとられた最後の平成18年から 5年間の主な成果につい

て紹介する3,	4,	5,	6）。最後の 5年間の成果は、AGROPEDIAなどから関係機関

の研究成果情報を検索して引用した。著者は、昭和61年 4 月から平成 2年 3

月まで秋田県農業試験場の土壌試験科（所在地大潟村）において指定試験地

主任を務め、次いで、平成10年 9 月から平成14年 3 月まで、秋田県農業試験

場長を務めた。また、平成16年 4 月から平成19年 3 月まで農業総合研究セン

ター土壌肥料部長（研究管理監）を務め、多少とも指定試験制度に関係した

経験をもとに紹介する。

　本題に入る前に、筆者の経験談を 1つお話しする。水田農業に関わる仕事

を続けたいと思っていた筆者にとって当時の水田の指定試験地は秋田と富山

であった。秋田へ赴任する前に、富山の先輩から地元紙に目を通してから出

勤することを教訓として教えられた。大潟村の公民館には八郎潟干拓の資料

が展示してあり、この内の大潟村中心地の模型の中に国立農業試験場の建物

があった。筆者が、鴻巣市にあった農事試験場に勤務していた時、大潟村内

に15ha 規模の営農に対応するための試験場を新設する話があったので印象

深かった。この計画が現実のものになっていれば、総合部である作業技術部
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の土壌肥料研究室に所属していた筆者は、この模型の建物の中に居たかもし

れないのである。秋田へ赴任して県庁で辞令をもらった直後、指定試験地が

あった秋田県農業試験場大潟支場が機構改革でなくなりますと言われた。こ

の大潟支場は昭和53年の新八郎潟建設事業団の廃止に伴い、その跡地を利用

して設立されたものであり、話は複雑につながっている。辞令を貰った足で

農業試験場へ挨拶に行くと、大潟支場にある指定試験地は、以前は山形県に

あったそうだがと心配していただいた。当時、国研、県ともに機構改革が行

われており、落ち着かない状態が続いた。

　もう 1つの話は、農業現場の感覚である。今回、関連する資料を探してい

て興味深い内容が書かれた記事を見つけた。明治26年に農商務省農事試験場

が勅令第18号により西ヶ原、仙台、金沢、柏原、広島、徳島、熊本におか

れ、明治29年には大曲、愛知、島根に支場がおかれている。明治27年に府県

農事試験場規定、32年に府県農事試験場国庫補助法が交付され、この前後に

多くの府県で農事試験場が設立された。ところで、農事試験場国庫補助法案

が上程をみた衆議院の明治28年第 9議会で多田作兵衛議員が「……当時の農

学士は今日のように進んでおらず、且つ失敗をしたために学理を実地に応用

するなどという技師は大変実業家の侮を受けたようなこともござりました、

それで各府県では折角試験場を設けて見ましたけれども遂に中途にして止む

だと云う所もございます……」と述べている7）。このような事情もあって

か、老農と呼ばれる民間の農業技術指導者の力を官側が借りることが行われ

た。秋田県では、石川理紀之助が明治 5年から15年まで県の勧業課に勤務し

ている。明治 3大老農の一人、船津伝次平は、明治10年に45歳で内務省御用

掛となり、翌年駒場農学校勤務、明治26年西ヶ原農事試験場技手、 3年後に

技師となっているが、明治31年に病気のために辞職している8）。さて、筆者

が最初に勤務した農事試験場には生産現場に出向く伝統があり、“興農会”と

いう関東一円から集まった農家と年の暮れに作柄と農業技術全般を話し合う

交流会もあって、生産現場との距離は比較的近かったと感じている。余談だ

が、場内の川里圃場でトラクタの練習をして取得した大特免許が大潟支場で
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役に立った。

２．土壌肥料指定試験発足時の背景

　昭和 4年に開始された土壌肥料指定試験の発足時の背景を探った後で、最

初に取り組まれた研究課題を紹介する。

　大正から昭和の初期にかけては社会の大きな変動期であった。大正 7年に

第一次世界大戦が終結すると、戦争による好景気を享受していた日本の景気

は後退する。大正12年には関東大震災が起きる。昭和 2年には金融恐慌が起

きる。さらに、昭和 4年10月のニューヨーク株式市場の大暴落に始まる世界

恐慌へと続く。恐慌下において大正時代からの農村不況は深刻化した。昭和	

2 年にはじまる金融恐慌による経済界の不景気と昭和 4年の世界大恐慌の影

響を受けて米価 , 繭価は急落し、農村は深刻な事態に陥った。大正 9年から

昭和 4年の間の農産物価格指数の変化をみると、米は100から65、小麦は100

から81、大豆は100から80へ低下した9）。

　帝国農会生産費調査文献10）をもとに、当時の米の生産費を示す（表 1）。

これによると、自給肥料と購入肥料の比率は、大正14年から昭和 4年の平均

で 1：1.1で、ほぼ同じ金額である。費用合計に占める肥料費の割合は、 5

年間の平均で24.3% である。農機具費、農業薬剤費が増えている現在とは直

接比較できないが、平成27年の肥料費の割合8.3%と比較するとかなり大きい。

　もう 1つの背景として、第一次世界大戦を契機として日本の肥料工業は急

表1　米の生産費

帝国農会生産費調査集成から（自作農） 直接経費 直接経費 間接経費 全生産費
収量 金額

種子
肥料

諸材料
労賃

畜力費 合計 合計
土地資本
利子 4分玄米 玄米 副産物 計 自給 購入 計 家族 雇人 計

石 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
大正14年 2.60	 96.68	 8.04	 104.72	 0.85	 6.67	 8.10	 14.77	 1.35	 23.72	 7.23	 30.95	 2.81	 50.73	 41.72	 92.45	
昭和 1年 2.55	 87.62	 7.39	 95.01	 0.78	 7.62	 8.30	 15.92	 1.47	 22.73	 6.57	 29.30	 2.87	 50.34	 43.01	 93.35	
昭和 2年 2.70	 82.32	 7.83	 90.15	 0.72	 7.88	 8.23	 16.11	 1.64	 20.79	 5.78	 26.57	 3.00	 48.04	 39.29	 87.33	
昭和 3年 2.70	 75.26	 7.10	 82.36	 0.67	 7.27	 7.24	 14.51	 1.65	 20.21	 5.88	 26.09	 2.63	 45.55	 38.27	 85.82	
昭和 4年 2.76	 74.86	 6.89	 81.75	 0.67	 6.06	 7.07	 13.13	 1.26	 19.79	 3.78	 23.57	 2.20	 40.83	 38.87	 79.70	



（	63	）２．土壌肥料指定試験発足時の背景

速に発達し , 化学肥料の国内生産が増加した11）（図 1）。硫安でいえば、昭和

5年の輸入量302,905tに対して国内生産量265,826tと自給率が高まってきた。

昭和元年水俣、昭和 3年富山、昭和 6年川崎とアンモニア製造工場が次々と

稼働を開始している。

　しかし、前述のように経済不況に伴い生産物の販売価格の低迷と生産資材

の相対的高値のため、節約による経営の合理化が必要となった。例えば、徳

島県は昭和 8年から自給肥料改良増産奨励施設事業を行っている12）。その主

な内容は、堆肥の改良増産指導地の設置、堆肥増施比較、金肥との消費比

較、速成堆肥製造講習会、堆肥改良増産競技会開催、緑肥の改良増殖、レン

ゲ採種圃設置10か所、緑肥種子購入と配布およびレンゲ根粒菌培養配布、草

表1　米の生産費

帝国農会生産費調査集成から（自作農） 直接経費 直接経費 間接経費 全生産費
収量 金額
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肥料

諸材料
労賃

畜力費 合計 合計
土地資本
利子 4分玄米 玄米 副産物 計 自給 購入 計 家族 雇人 計

石 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
大正14年 2.60	 96.68	 8.04	 104.72	 0.85	 6.67	 8.10	 14.77	 1.35	 23.72	 7.23	 30.95	 2.81	 50.73	 41.72	 92.45	
昭和 1年 2.55	 87.62	 7.39	 95.01	 0.78	 7.62	 8.30	 15.92	 1.47	 22.73	 6.57	 29.30	 2.87	 50.34	 43.01	 93.35	
昭和 2年 2.70	 82.32	 7.83	 90.15	 0.72	 7.88	 8.23	 16.11	 1.64	 20.79	 5.78	 26.57	 3.00	 48.04	 39.29	 87.33	
昭和 3年 2.70	 75.26	 7.10	 82.36	 0.67	 7.27	 7.24	 14.51	 1.65	 20.21	 5.88	 26.09	 2.63	 45.55	 38.27	 85.82	
昭和 4年 2.76	 74.86	 6.89	 81.75	 0.67	 6.06	 7.07	 13.13	 1.26	 19.79	 3.78	 23.57	 2.20	 40.83	 38.87	 79.70	
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木灰貯蔵施設補助、市町村養蚕実行組合の自給肥料関連事業、普及宣伝等で

あった。

　以上のような社会の背景があって、化学肥料の合理的施肥法と自給肥料、

有機質肥料の肥効増進が急務であった。そこで、「肥料施肥法改善試験」が

昭和 4年に予算化され、13県において指定試験として発足した2）。当時の国

立試験場には基礎試験を行う農事試験場と陸羽支場（大曲）があった。土壌

肥料分野は化学分析を中心に研究手法のめざましい発展期で地域との格差が

大きかった。そこで、国費補助施設の充実と人材派遣の効果は大きかったと

いわれる3）。

３．土壌肥料指定試験地の変遷と課題

１）土壌肥料指定試験地発足時のテーマ

　「本年度農林省に於ける肥料改善に関する新施設」農林省農務局に、発足

時の「施肥施用方法改善試験概要」が紹介されている2）。これによると、

「現下我国農家の施肥の実情を顧みるに之が改善に関する試験を行い其の解

決を要することの切なる事項数多あるの事情に鑑み農林省は本年度新に之が

予算を計上し後記一覧表の通奨励金を交付して肥料に関する試験の徹底を図

り以って施肥法の改善を期することとなりたり」と始まり、 6の試験事項を

挙げている。

①無機質窒素肥料の施用方法に関する試験

　	化学工業の進歩による供給増加により価格が比較的低廉な無機質窒素肥料

の施用が増加する傾向がある。従来の自給肥料と性質を異にするので、施

肥効果がでない、弊害が出るなどの問題があり、施用法の改善が肥料経費

の改善上は極めて急務とされた。前述のように米の生産費に占める肥料費

は大きな割合を占めていた。

②土壌中における有機物の効果に関する試験

　	地力増進上有機物の効果は大きいが、堆肥原料のわらが他の用途に向けら

れ堆肥施用量が減少しているので、地力増進上、有機物の効果に関する事
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情を明らかにする必要がある。地力増進は肥料経済改善上急務とされた。

③寒冷地方における緑肥の改良増殖および施用方法に関する試験

　	寒冷地方においては水田の裏作として普通作物の栽培が困難で、冬期間は

休耕である。この冬期間の水田を利用することが、地方農家経済上重要で

あるので、緑肥の栽培施用方法の研究が重要であった。

④緑肥の施用方法に関する試験

　	緑肥は耕地の利用と農家肥料代の節約上有利であるが、施用方法の知見が

十分でなく、緑肥の施用効果が現れないばかりでなく、弊害を惹起し作物

栽培上災害を招いている。そこで、緑肥の施用方法に関し徹底的に試験を

行い、利用増進を図ることが肥料経済改善に極めて急務であった。

⑤水稲に対する燐酸肥料の効果に関する試験

　	水稲栽培におけるリン酸肥料の効果に疑を挟むものが少なからずあり、施

肥経済に及ぼす影響が大きいので、その事情を明らかにする。尚、カリ肥

料施用の効果に関しても同様の問題があり、これに関する試験も併せて行

う。

⑥耕土の深浅と肥料との関係に関する試験

　	耕土の深浅と施肥方法の関係は農家経済及び農産物の増殖に大きく関係す

るので、この相互関係を明らかにする。

　以上の 6項目があげられて、13の指定試験地に、地域の特徴を考慮した課

題が割り振られている。中には複数の項目を担当している県もある。指定試

験地毎の課題の一覧表をまとめた（表 2）。長野県の課題は、「火山灰土壌に

おける合理的施肥」で、この内容をみると三要素試験を中心にする総合的な

課題である13）。

　表 2の中で○等の記号で示したように対象作物は水稲が中心で、関東以西

では水田での稲麦二毛作の課題が多い。また、畑の陸稲、麦作の課題があ

る。静岡県では茶の課題が含まれる。ちなみに、13県の内、最も近年まで継

続した試験地は、時代とともに課題の内容は変更されてはいるが富山、長

野、静岡である。静岡では途中で普通作から砂地野菜作の課題に変更されて
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いる。

　筆者の興味を引く課題を挙げると、滋賀県におけるリン酸の施用効果が少

ない土壌についての課題、広島県におけるリン酸とカリの施肥の要・不要条

件と迅速適量判定方法の課題である。リン酸、カリの施用効果について疑義

が持たれた土壌条件があったことに興味がある。この 2県の試験成績は、平

成20年以降の肥料原料価格高騰の時に全農東京肥料農薬事業所に勤務してい

た筆者が、低 PK肥料の成分と施用条件、施用期間、土壌診断の実施間隔等

を検討する上で大いに役立った。次に、山形県における緑肥の育種、採種、

栽培、根粒菌についての課題は、育種から取り組む本格的なものであった。

また、青森県等複数県で実施された耕深と堆肥または化学肥料の相互関係

（相乗効果）についての課題の解析方法にも興味がわく。

２）指定試験地の変遷と課題

　表 3に発足時の13県を含めて指定試験地の変遷と課題を整理した。課題名

は、主に文献2,	3,	4,	5）をもとにしているが、十分な確認ができずに不正確なも

のが一部含まれることをご容赦いただきたい。

表2　発足時の指定試験地と課題

県名 ①無機質窒素肥料 ②有機物　・地力
③寒冷地
　緑肥 ④緑肥 ⑤燐酸肥料 ⑥耕深と

　肥料 ☆硫安 石灰窒素 燐酸 カリ
青森 〇 〇
山形 〇
福島 〇
栃木 〇
富山 〇
長野 〇㋥●
静岡 〇㋥△ 〇㋥△
滋賀 〇 〇
兵庫 〇㋥●
香川 〇
広島 〇 〇
熊本 〇㋥
福岡 〇● 〇●
注：〇水稲、㋥：稲麦二毛作、●畑：陸稲・麦、△茶、☆①～⑥に該当しない総合テーマ
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表3　土壌肥料指定試験地と課題一覧（昭和4年～平成22年）
道県 設置場所＊ 期間＊＊ 課題名＊＊＊

北海道

天北農業試験場

S38～H	 6 寒地鉱質土草地の土壌改良と肥培管理―草地の特性解明と
生産力増強
北海道北部の鉱質および泥炭草地の土壌改良と肥培管理

H	 7～H10 寒地型牧草の環境ストレス耐性の評価法と強化技術の開発

根釧農業試験場

S40～H	 6 草地土壌の生産力増強法及びその維持管理法の確立
H	 7～H10 湿原等水系への負荷軽減のための草地管理技術の開発
H11～H15 寒冷寡照・土壌凍結条件下における草地酪農地帯の環境負

荷物質の動態解明に関する研究
H16～H17 寒冷寡照条件の草地酪農地帯における環境負荷の発生・移

動予測と制御に関する研究
H18～H22 寒冷寡照条件の草地酪農地帯における畜産由来有機性資源

の循環利用に伴う環境負荷物質の動態解明と環境負荷低減
技術の開発

青　森 S	 4～S39 米作に対する堆肥を基礎とする販売肥料の合理的施肥方法
に関する試験

宮　城 岩沼試験地 S29～S61 泥炭地水田の排水改良ならびに施肥合理化に関する試験

秋　田

大潟支場 S41～H	 6 低湿重粘土水田における大型機械利用と土壌生産力増強試験

大潟農場

H	 7～H10 閉鎖水系水田地帯における耕地―水系物質循環の解明
H11～H15 閉鎖水系水田地帯における環境負荷物質の動態と環境保全

機能の定量的解明
H16～H17 閉鎖水系水田地帯における持続性の高い農業生産方式の環

境負荷評価と環境負荷低減技術の開発
H18～H22 閉鎖水系水田地帯における畜産由来有機性資源の循環利用

に伴う環境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発

山　形 農業試験場 S	 4～S22 寒冷地方に於ける緑肥の改良増殖及施用方法に関する試験
S23～S40 水田及び畑の交互転換に伴う水田の地力変化に関する試験

福　島

農事試験場 S	 4～S	 6 米作に対する硫酸アムモニアの施用方法に関する試験

果樹試験場
S40～H	 6 冷涼地における落葉果樹園の施肥合理化
H	 7～H10 褐色森林土果樹園における果樹―草―土壌系の環境容量の

解明
茨　城 石岡試験地 S22～S38 火山灰畑土壌の施肥法改善試験

栃　木 農業試験場 S	 4～S44 土壌中における有機物の効果に関する試験
S45～S62 火山灰土水田における効率的水利用に関する試験

富　山 農業試験場

S	 4～S38 米作に対する緑肥の施用方法に関する試験
S39～H	 6 乾田中粒質水田の機械化稲作における土壌管理法試験
H	 7～H10 浸透性水田における土壌養分動態の解明
H11～H15 砂質浅耕土水田の輪換利用体系における環境負荷物質の動

態解明に関する研究
H16～H17 砂質浅耕土水田の輪換利用体系における環境負荷物質の制

御に関する研究

長　野
農事試験場 S	 4～S25 火山灰土壌に対する合理的施肥方法に関する試験

中信農業試験場 S26～H	 6 火山灰畑土壌の改良と施肥法の改善に関する試験
H	 7～H11 野菜畑における病害抑止型土壌の環境容量の解明

静　岡

農業試験場 S	 4～S40 米麦及茶に対する無機質肥料の施用方法に関する試験

海岸砂地分場
S41～H	 6 砂地土壌における野菜の施肥改善
H	 7～H10 樹園―水田―砂地の土地利用連鎖系における砂地環境容量

の解明
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静　岡 海岸砂地分場

H11～H15 砂地における環境負荷物質の動態解明と地形・地目連鎖系
を活用した窒素除去技術の開発

H16～H17 地形・地目連鎖（海岸砂地―水田低地―茶園台地）系を活
用した環境負荷物質除去技術の開発

H18～H20 砂地野菜における畜産由来有機性資源の循環利用に伴う環
境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発

愛　知

安城 S24～S25 （輪作様式に関する研究）

豊橋農業技術
センター

S26～H	 6 鉱質畑土壌の改良と施肥改善（野菜導入）
H	 7～H10 鉱質畑土壌における有機物資源の有効利用による還元容量

の解明
H11～H15 赤黄色土露地野菜地帯における環境負荷物質の動態解明
H16～H17 赤黄色土露地野菜地帯における環境負荷物質制御技術の開発
H18～H22 赤黄色土露地野菜地帯における畜産由来有機性資源の循環利

用に伴う環境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発

滋　賀 農業試験場 S	 4～S38 耕土の深浅と肥料の関係に関する試験、水稲に対する燐酸
肥料の効果に関する試験

兵　庫 農業試験場 S	 4～S21 米麦作に対する石灰窒素の施用方法に関する試験

広　島 農業試験場
S	 4～S60 水稲に対する燐酸肥料の効果に関する試験

水稲に対する加里肥料の効果に関する試験
花崗岩質水田における水稲に対する施肥法改善試験

山　口 防府分場 S15～S27 干害防止試験と施肥改善試験
香　川 農業試験場 S	 4～S39 土壌中に於ける有機物の効果に関する試験
福　岡 農業試験場 S	 4～S21 田畑に於ける青刈大豆の施用方法に関する試験
長　崎 果樹試験場 S39～H	 8 カンキツ園における合理的施肥法と土壌管理法の確立

熊　本
農業試験場 S	 4～S23 米麦作に対する無機質窒素肥料の施用方法に関する試験

畜産試験場 S39～S63 草地開発における草地土壌の改良並びに肥培管理に関する
研究

宮　崎 農業試験場 S24～S38 暖地における水稲の秋落防止に関する試験

鹿児島

鹿屋試験地 S22～S25 （火山灰土壌の改良と施肥法改善）

大隅支場

S26～H	 6 シラス台地の火山灰土壌の低位生産性の解明と改良対策の
確立、かんがい下における火山灰土の施肥改善（野菜導入）

H	 7～H10 多雨暖地畑畜複合地帯における家畜ふん尿の還元容量の解明
H11～H15 シラス台地畑における環境負荷物質の動態解明に関する研究
H16～H17 南九州畑作地帯における環境負荷物質制御に関する研究
H18～H22 シラス台地上の畑作地帯における畜産由来有機性資源の循

環利用に伴う環境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術
の開発

＊	 設置場所の名称などは機構改革があって変更されているが、期間の長い名称で代表した。
＊＊	 期間は。判断できる範囲で課題が終了した年次までで示した。
＊＊＊	 一部に正確な課題名が判明しない場合がある。また、課題変更の全ては示していない。
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　発足時の社会背景は前述したが、その後、戦後の試験研究体制の見直しと

農業情勢の変化の中で、指定試験地の廃止、新設が行われてきた。筆者が勤

務した秋田県の大潟村にあった指定試験地は、八郎潟干拓地の完成・入植、

及び水田の機械化農業の推進という社会情勢を受けて、山形県にあった緑肥

の指定試験地の廃止と同時に新設された。

　他の指定試験地の課題では、草地酪農の推進で、北海道に 2単位、九州で

1単位が新設されている。著者の記憶に残っているのは、他分野であるが桜

桃育種の指定試験地が山形県に新設されたことで、貿易自由化への対応であ

ると思われた。また、土壌肥料分野に関係が深いもので、平成11年にうめの

生育不良に関わる指定試験地が和歌山県で新設されて平成17年まで試験が実

施された。このように、廃止だけでなく重要で緊急的な課題があると新設も

行われた。

　さて、平成 7年度から環境問題への課題のシフトが行われ、さらに平成10

年度で土壌肥料指定試験が終了した。平成11年度からは、①品種改良試験、

②重要課題対応試験として環境負荷物質の動態解明試験（6単位）、緊急重要

技術開発（1単位）、③病害虫試験となった。さらに、平成13年度から、①品

種改良試験、②重要課題対応試験として環境負荷物質の動態解明試験（6単

位）、緊急重要技術開発（3単位）、持続型農業技術開発試験（4単位）で実施

された。土壌肥料分野の課題は、この内の環境負荷物質の動態解明試験とし

て継続された。

　平成16～17年に「指定試験のあり方に関する検討会」が開催された。この

2年間は過渡的で、外部委員による評価委員会の報告書では平成11年からの

課題名を引き続き用いているが、土壌肥料指定試験地が用いる平成16～17年

の課題名とは多少の違いがある。

　平成18年～22年は、指定試験のあり方に関する検討会の検討を踏まえて、

具体的な課題を示して都道府県試験研究機関に加えて、大学、民間が参加で

きる公募が行われた。この公募課題では、全国の営農形態、気象条件、土壌

類型ごとに環境と調和のとれた持続的な農業技術の開発を行うとされ、①有
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機性資源の循環利用の下での環境負荷物質の動態解明と制御技術の開発、②

南方系侵入害虫や土壌伝染性ウイルスの生態解明と防除技術の開発を行うと

された。「砂地野菜」の課題など、砂地農業を有する新たな県の応募が可能

な課題もあったが、新たな地域からの応募はなかった。土壌肥料関係 5課題

（北海道根釧、秋田大潟、静岡海岸砂地、愛知豊橋、鹿児島大隅）、病害虫関

係 4課題の計 9課題が実施された。土壌肥料では、統一した課題の内容とし

て “畜産由来有機性資源の循環利用に伴う環境負荷物質の動態解明と環境負

荷低減技術の開発 ”が決められた。民間企業・団体、大学、公立研究機関を

含めて応募できる体制がとられた。このため、湖沼の水質汚染モデルの作成

など専門を異にする複数の組織が連携して1つの課題に取り組むことができ

たので、広域の対象地域に対して効果的であった。そして、平成22年度で、

育種を含む全ての分野の指定試験制度が廃止された。

４．環境問題にシフトした後の指定試験地の主な成果の紹介

　環境問題に関する研究は、それまでの研究蓄積の上に、平成 7年から22年

にかけて一貫した流れで積み上げられたといえる。環境問題が大きな課題と

なる対象地域は、閉鎖水域（湖沼、湾）、河川水、湧水、地下水への硝酸性

窒素の負荷などが問題となる地域である。また、環境負荷による水質汚濁に

より生態系や人間活動へ具体的な被害をもたらす可能性がある地域で環境問

題が喫緊の課題である。そして、種々の解析を行う上で要因が余り複雑でな

く、モデル化して取り組みやすいことが、出口へ向けて成果の得やすい立地

条件である。

　各指定試験地における特徴的な取り組みについて紹介する5）。最後の 5年

間の成果は主にAGROPEDIAで検索した研究成果情報をもとにした。共通

する内容として、指定試験地の立地条件、特徴的な地形、分布する土壌、地

域の特徴的な農業形態、地域の環境汚染の実態と環境負荷の要因解析、負荷

軽減のための技術群の開発と、その組み合わせによる環境負荷低減、負荷低

減技術を導入した場合の環境負荷低減効果の予測、これらのデータをもとに
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生産者と行政を加えた問題解決へのシナリオの作成と具体的な行動の提案と

採択、対策の実施がある。

１）北海道立根釧農業試験場指定試験地の主な取り組み

　釧路湿原は1958年（昭和33年）に国指定釧路湿原鳥獣保護区（希少鳥獣生

息地）に指定されている。1980年にはラムサール条約登録地に登録され、

1987年に湿原周辺を含む約26,861ha が国立公園（釧路湿原国立公園）に指定

された。この上流部に根釧台地がある。そこで、環境的に脆弱な湿原、湖沼

に流れ込む河川等水系の水質保全のために化学肥料と家畜ふん尿投入に伴う

負荷の低減と草地生産力の増強を両立させる “大規模草地酪農地帯における

環境調和型の草地管理技術 ”の開発を目指した。平成 7年から22年にかけて

一貫して解明型の研究と技術開発を組み合わせて成果を積み上げていった。

（1）湿原等水系への負荷軽減のための草地管理技術の開発14）（平成7～10年）

①	草地更新時には多くの窒素が土壌に浸透し損失する可能性があること、多

肥条件で発生した余剰窒素が土壌に浸透し損失すること、草地に堆肥を堆

積すると堆積地点に近い場所で堆肥排汁に由来する窒素の浸透による損失

があることを明らかにした。

②	乳牛の求める水準より高いチモシー・シロクローバー混播草地の牧草のカ

リ含有量を補正するために、混播牧草のマメ科率を低下させないカリ供給

量の下限を従来の30kg/10a より少ない22kg/10a と設定し、牧草のミネラ

ル組成を乳牛飼養上望ましい状態に改善した。そして、カリ低減型の施肥

量として “カリ施肥量＝22－1/2×仮比重×早春土壌（深さ0～5㎝）中の

交換性カリ含量（mgK2O/100g 乾土）” を提案した。

③	道東の草地における施肥窒素由来で温室効果の大きな亜酸化窒素の発生実

態を明らかにした。

（2）	寒冷寡照・土壌凍結条件下における草地酪農地帯の環境負荷物質の動態
解明に関する研究15）（平成11～15年）

①	草地酪農地帯の環境負荷物質である窒素の移動機構を解明するために、重
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窒素を含む硫安を施用して栽培したチモシーを牛に投与し、得られたふ

ん・尿から重窒素を含む堆肥を作成して実験に供した。草地更新時に堆肥

をすき込んだ結果、翌年には 3～ 7 %が牧草に、65~87%が深さ 0 ~50㎝

の土壌に含有され、 6 ~31%が未回収であった。堆肥施用量を増すと回収

率は、下層土への移動が増えることで低下した。施用後 3年間、堆肥由来

の窒素はスラリーよりも収穫物に少なく土壌と株・根に多く分配された。

これらは、草地更新時の有機物の肥効と環境影響を解析する上での基礎的

データとなった。

②	草地における脱窒・窒素揮散の実態解明を行い、採草地における亜酸化窒

素の発生は、窒素施肥量の増加とともに、またマメ科牧草混播により高ま

り、発生時期は窒素施肥時と牧草収穫後であることを明らかにした。

③	畜産関連の排水を積極的に浄化するために、湿地の浄化能を活かす 3槽連

結式の表面流式人工湿地の性能試験を実規模に近い条件で実施して、表面

流式人工湿地の基本設計を提示した。この湿地による全窒素、全リンの除

去率は62～82%、76~82%であった。

（3）	寒冷寡照条件の草地酪農地帯における環境負荷物質の発生・移動予測と
制御に関する研究15）（H16～ H17年）

　平成16～17年は移行期間で、より難しい “予測と制御 ”というステージへ

移った。農協と連携してモデル流域を設定して、地域内の飼養頭数、養分収

支を把握するとともに、施肥実態を改善する活動を開始し、河川水質のモニ

タリングを行い、流域内草地の養分管理状況から、河川水質を予測する技術

開発に着手している。

①	表面流式の人工湿地の浄化能を解明するためにガラス室内のモデル的な 3

槽連結式の人工湿地で、 1槽目で有機態窒素の除去または無機化を行い、

2槽目と 3槽目で 1槽目から流出したアンモニア態窒素が水中から除かれ

ることを明らかにした。

（4）	寒冷寡照条件の草地酪農地帯における畜産由来有機性資源の循環利用に
伴う環境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発（平成18～22年）
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①	農協職員などに対して年間 7～ 8日のふん尿利用適正化のための実習を 3

年間継続する施肥管理技術者育成カリキュラムと、酪農家に対するふん尿

利用支援組織のための圃場養分管理適正化・年間活動マニュアルを作成し

た16）。

　	　環境問題の解決には、家畜ふん尿利用の適正化を地域全体で実施する必

要がある。年間の作業の種類と草地の状態が季節ごとに異なるので、年間

で延べ 7～ 8日間の実習を行う。さらに受講者が単独で農家支援活動がで

きるように 3年間にわたり段階的に指導を続けるカリキュラムを作成し

た。この内容は、草地の窒素施肥量を決めるためのマメ科率を判定する草

地区分、リン酸とカリ施肥量を決める土壌診断、ふん尿の成分分析、これ

らに基づく施肥設計とふん尿利用計画の策定である。 1年目は農業試験場

が主体となって手本を示す。 2年目以降は農家支援組織の施肥管理技術者

が主体的に実施して、 3年間で独自に活動できるようになる。酪農家14

戸、草地面積999ha のモデル地域で年間活動計画による農家支援を行った

結果、12戸の農家が一部または全草地に施肥改善案を受け入れた、リン酸

では施用量が大幅に減少した。窒素とカリでは、適正施用量の圃場割合が

増えて、草地の養分管理が適正な方向に変化した。施肥管理技術者は農協

内の人事異動を想定して 3名以上育成する。（注：これは、筆者の全農に

おける施肥診断技術者講習の経験からみても極めて重要な点である。）

②	草地の施肥管理適正化による河川水質改善効果を明らかにするために、

JA中春別の協力を得て小流域の実態調査を行った17）。根釧台地の 3小流

域に分かれる河川流域（面積876ha、うち草地面積519ha）を対象に検討

し、施肥改善により慣行よりリン酸の平均施肥量が減少し、窒素、リンと

もに適正養分量を施用する圃場割合が増えた。SWATモデルで慣行及び

施肥改善を行った場合の窒素、リン流出量を予測すると、窒素の総施用量

が同等でも、施肥改善により適正施肥の面積が増えたことにより流出量が

減少し、リンでは施肥改善により総施用量が削減されることから流出量が

減少した。注：SWATは、USDA作成の Soil	and	Water	Assessment	Tool。



（	74	） 土壌肥料指定試験の始まりから終了まで

（5）根釧における取組についての筆者の考え
　根釧における研究の過程で示されたのは、地域の環境問題に係わる技術普

及に必要な手順である。ここでは、JAなどの関係機関の施肥改善を指導す

る指導員の育成が必要になる。改善技術導入効果の予測結果を示しながら、

さらに実測値により技術が評価され生産現場に浸透し、周辺への波及効果が

生まれる。さらに、経営改善、販売促進、収益性向上につながるようにする

ことが、対策の継続と実効あげるために必要であると考えられる。

２）秋田県農業試験場大潟農場指定試験地の主な取り組み

　昭和39年に日本第二位の面積の湖である八郎潟が干拓されて、約17,000ha

の干拓地が造成された。干拓後の残存湖と八郎潟調整池とを合わせた広義の

八郎潟の湛水面積は48.3㎢に達する。八郎潟は、もともとは汽水湖であった

が、淡水化して農業用水として利用するために防潮水門によって日本海への

唯一の出口である船越水道が締め切られた。このため、閉鎖水域外（日本

海）へ排出される水量と水質の把握が容易である。また、干拓地からの排水

を集める幹線排水路の水は南部と北部など 3か所の排水機場から残存湖へポ

ンプアップされるので、この流量、水質の把握も容易である。さらに水田へ

の灌漑水は干拓地を囲んで配置された取水ゲートからサイホンで取水される

ので取水時期と流量の把握が出来るという解析上必要なデータが得られる利

点がある。

　2007年に残存湖が「八郎湖」として湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼と

なった。環境大臣が水質環境基準の確保が必要とした指定湖沼では、水質保

全のための計画を策定すること、下水道整備事業を推進すること、水質汚濁

に対する規制等を行うこと、湖沼周辺の自然環境の保護等を行うことが必要

である。このような背景を受けて、昭和41年に「低湿重粘土水田における大

型機械利用と土壌生産性増強試験」をテーマに発足した指定試験は、平成7

年から農業生産に伴う環境負荷の実態の解明と同時に負荷低減技術群を開発

して、八郎湖の水質浄化に貢献する研究を展開した。
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（1）	閉鎖水系水田地帯における耕地―水系物質循環の解明18）	（平成7～10年）

①	水田の水質汚濁負荷量を農家圃場で調査し、SS、T-N、T-P のいずれも流

出負荷が流入負荷を上回り、環境に負荷を与えており、特に代かきから移

植時にかけての負荷量が大きいことを明らかにした。

②	代かき濁水を排出しないので水質汚濁負荷低減対策となる不耕起移植栽

培、無代かき移植栽培について、COD、SS、T-N、T-P の収支を慣行移植

栽培と比較した。CODでは耕起方法にかかわらず水質負荷が発生し、SS

はいずれの耕起方法でも収支が負で負荷は発生しないが、不耕起と無代か

き栽培では田面水中の濃度が低いので慣行栽培に比較して大きな負荷低減

となった。また、慣行と不耕起移植栽培では、T-Nの水質負荷が生じたが、

T-P では流入量と流出量がほぼ同等で負荷がなかった。無代かき栽培で

は、T-N、T-P ともに田面水の濃度が低く推移して負荷低減効果があった。

③	育苗箱全量施肥を行う不耕起移植栽培では代かき濁水が発生しないが、水

稲の初期成育が劣る。そこで LPS100を箱施肥した条件で 8葉期の生育診

断を行い、茎数が190本 /㎡と少ない場合に硫安 2㎏ /10a の分げつ期追肥

を行うと600㎏ /10a の目標収量を確保した。

④	不耕起移植栽培を継続すると田面に高低差が生じるので、均平のための耕

起・代かきが数年に一度必要になる。不耕起栽培から代かき移植栽培への

転換時は、田面に集積した稲わらをすき込む影響で 8～12%の減収となっ

た。この減収を防ぐためには、生育量確保のための増肥が必要である。再

び不耕起に戻した場合、不耕起 2年→代かき 1年→不耕起のサイクルが不

耕起継続区（609㎏ /10a）より 4 %増収した。

（2）	閉鎖水系水田地帯における環境負荷物質の動態と環境保全機能の定量的
解明19）	（平成11～15年）

①	畑から復田1年目の不耕起、無代かき移植栽培の窒素施肥量は、水稲連作

時の1/2の2.5kgN/10a を育苗箱施肥することで、通常は無肥料栽培される

復田 1年目の慣行移植栽培と同等の収量が得られて倒伏も少なかった。 2

年目は全量を育苗箱施肥することで全層施肥と同等の収量が得られた。
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②	転換畑と連作畑の水質汚濁物質排出量を検討した結果、暗渠排水量／降雨

量をみると、連作畑の方が転換畑より暗渠排水量が少なかった。転換畑か

らの窒素排出量は施肥量の 5～23％で連作畑の 3～16%より多かった。作

付期間中の農地由来窒素排出量の平均値（n=7）は転換畑18.3kg/ha、連

作畑（n=5）10.2kg/ha、水田（n=4）14.3kg/ha であった。作目別の栽培面

積と排出原単位を基に干拓地内の農地からの窒素排出量を推定すると

146Mg の窒素が作付期間中に排出している試算となり、干拓地で面積の

大きな水田の影響が大きかった。

（3）	閉鎖水系水田地帯における持続性の高い農業生産方式の環境負荷評価と
環境負荷低減技術の開発19）（平成16～17年）

①	農家圃場における移植前の落水に伴う水質汚濁物質排出量を把握し、影響

要因を解明した。落水開始30分後の採水サンプルの水質汚濁物質濃度と湛

水深から水質汚濁物質の排出量を簡易推定することができる。代かき水田

の排水中の SS濃度の対数値と落水直前の湛水深の間に優位な正の相関が

あり、湛水深が深いとSS濃度が高くなる。また、排水のECは用水のEC

の影響が大きく、湛水深が浅くなると排水のECは高くなった。

②	不耕起及び無代かき移植栽培の水質汚濁物質の排出量は、代かき移植栽培

の 2割以下となった。水稲移植前の強風で発生する波が田面の土壌を巻き

上げるために移植前落水による水質汚濁負荷量を増加させる。対策とし

て、田植機の移植精度を高めるために行う落水作業前の湛水深を浅くする

と排水量が少なく、さらに強風による巻き上げが抑制されて田面水中の汚

濁物質濃度が低減し、水質汚濁負荷の抑制に効果的である。

　	（注：余談になるが、筆者の経験でも大潟村では 5月上中旬に風の強い日

が多く、1.25ha 区画圃場の田面水が波立つ。千葉県の印旛沼にある 1筆

7ha の圃場でも、強風で無数の苗が引き抜かれて畦畔際に打ち寄せられた

のを観察した。これは大区画圃場の弱点でもある。この無代かき移植栽培

と湛水深を浅くする方法の組み合わせは、秋田県の八郎湖の水質汚濁防止

対策事業の根幹となった。）
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③	八郎潟干拓地では米ぬかやもみ殻など地域資源を利用した特別栽培、有機

栽培が実施されるので、水田作での有機機質資材利用が水質汚濁負荷に及

ぼす影響や無代かき移植栽培による負荷削減効果を検討した。差し引き負

荷量では、有機物施用の場合、炭素、窒素、リン酸ともに投入量の数％相

当が増加し、水質負荷を多少増す。無代かき移植栽培は、SSの抑制、有機

質資材によるT-N の負荷を緩和する効果があったが、有機炭素排出量は

増加した。

④	ライフサイクルアセスメント手法による不耕起、無代かき移植栽培の環境

負荷低減効果を検討した。不耕起移植栽培は、耕起・代かきの省略による

燃料消費量の削減効果が34%、水田からのメタンの発生量が慣行移植の

60%に減少した。一方、無代かき移植栽培では、メタン発生量、燃料消費

量とも、代かき栽培をわずかに下回る程度であった。代かき移植栽培に比

較して、不耕起栽培の温暖化抑制効果を二酸化炭素の温室効果に換算する

と、約1,800㎏/haと算出され、その効果の大半はメタン排出量の抑制に起

因した。

（4）	閉鎖水系水田地帯における畜産由来有機物性資源の循環利用に伴う環境
負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発（平成18～22年）

①	水田に施用された有機質資材による水質負荷と流域水質への影響を評価し

た20）。特別栽培、有機栽培における米ぬかなどを主成分とする資材では、

施用量の 1～ 4 %程度が系外へ流亡するが、八郎湖水質シミュレーション

による試算では、有機質資材施用が流域水質へ及ぼす影響は小さいと予測

された。

②	育苗箱施肥（40㎏ N/ha）に上乗せとして有機質資材（現物667㎏ /ha）を

施用すると、水田からの有機炭素、全窒素、全リン酸の差引排出量が増加

する20）。無代かき移植は懸濁物質、全窒素の差引排出量を削減し、有機質

資材の施用により増加分より削減量は大きい。流域水田の半分の面積で有

機質資材が施用されたとして、施用しない場合より現状の 1 %以下の水質

悪化が生じる可能性があるが、無代かき移植により有機質資材施用の影響
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を回避できる計算になった。また、有機質資材の分解率は大きく、連年施

用によって水質負荷が影響される可能性は低いと推定された。

③	小排水路に面した30ha＝1,000m×150m× 2列の水田群 2組を無代かき移

植と代かき移植区に設定して負荷量を比較した21）。灌漑期間中の水質汚濁

負荷物質排出量は、代かき栽培水田群に比べて 4割程度減少する。また、

八郎潟中央干拓地で無代かき栽培が 5割普及した時のシミュレーションモ

デル試算では灌漑期の調整池の水質がCODで現状より1.6% 改善される。

④	無代かき栽培が中央干拓地の水田面積の50%、100%で普及した場合、現

状水質のCODはそれぞれ1.6、3.2%、T-P は1.7、3.4% の改善が年毎の灌漑

期にみられる21）。無代かき移植栽培では不等沈下が起こるので、 4年に一

度は代かきを行うことが多く、100%普及でも実施面積を75%として試算

している。

⑤	水質改善技術導入して20年後の八郎湖水質（COD）の将来予測を行った。

指定試験事業で取り組んだ技術を組み合わせると、無対策では現状水質よ

り悪化するが、流域水田で特別栽培普及率と改善対策実行率が共に100%

の場合、20年後の灌漑期で12%程度水質が改善される22）。導入技術は、育

苗箱施肥＋無代かき栽培、移植作業のために落水する前の湛水深を 6㎝以

下とする水管理、落水受けの設置（水尻からの排水にともなう水路の底泥

巻き上げ防止のためのコンテナ）である。

　　注	：八郎湖水質シミュレーションはモデルは、秋田県が日水コン㈱に開発

を委託した八郎湖の水収支、水の流動から水の動きを日単位で再現し、

集水域からの汚濁原単位、負荷量を組み入れた鉛直一次元モデル。

⑥	地域外有機質資材連用によるCO2換算土壌炭素蓄積量は資材輸送による

CO2発生量より多いことを LCAによる評価で明らかにした23）。

（5）研究成果の社会的貢献に至る手順についての筆者の考え
　水質負荷についての現象解明、負荷低減の技術群の開発、技術群導入後の

八郎湖の水質効果の予測、生産者への情報発信、行政へのアピールと行政施

策への採択、さらに収量・品質向上及び消費者等の生産物の評価向上に反映
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するような手順が考えられる。負荷低減技術導入効果の検証には支線排水路

に面した農区単位の技術導入区と対照区を設定した実証試験が不可欠で、生

産者の理解と協力が必要であった。平成27年度時点で、水稲の無代かき栽培

は大潟村で300ha 程度実施されているが、秋田県は指定試験地の成果をもとに

「八郎湖の水質をさらに改善するため、八郎湖流域全体で無代かき栽培に積

極的に取り組みましょう」と呼び掛けている。ここに述べた研究成果は、八

郎湖と同様の閉鎖水域である霞ケ浦、琵琶湖の周辺地域などにも活用される。

３）富山県農業技術センター農業試験場指定試験地の主な取り組み

　富山県の指定試験地は昭和 4年に発足した。扇状地に多く分布する浅い位

置に礫層が出現し、粘土含量の少ない土壌、砂質浅耕土を対象としている。

透水性が大きく、腐植含量が少なく、保肥力が乏しい。このため、発足当時

は「稲作に対する緑肥の施用方法に関する試験」としてレンゲ利用を中心と

した生産性向上の試験を行った。昭和42年から「乾田中粒質水田の機械化稲

作における肥培管理の試験」に課題を変更した。さらに、環境問題の重視か

ら平成 7年から「浸透性水田における土壌養分動態の解明」に課題を変更し

た。窒素を中心にした物質循環モデルを構築して砂質浅耕土水田における透

水性や肥料溶脱の制御技術、環境容量の評価を行う。平成11年から「砂質浅

耕土の輪換利用体系における環境負荷物質の動態解明」に変更し、平成17年

に終了した。

（1）浸透性水田における土壌養分動態の解明24）	（平成7～10年）

①	窒素・リン・水の動態調査を行い。水田土壌環境における窒素の行動を解

析した。砂質浅耕土では、施肥窒素は降下浸透水とともに下方に移動する

とともに、濃度勾配に伴う拡散移動によって上方や水平方向にも移動する

ので、全層施肥でなく側条施肥のように層状に施肥することで、表層の有

機化と作土下層への流亡を抑制できるが、局所施肥など点状に高濃度施肥

すると保肥力が弱く作土層が薄い水田では流亡が大きくなる。

②	減水深の大きい水田では、水稲生育前半には無機化窒素と基肥由来窒素の
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吸収量が低下し、同時期までに溶出を終える被覆尿素においても溶脱が認

められた。降下浸透中の無機態窒素は最高分げつ期までは溶脱するリスク

があり、減水深が大きい圃場では溶脱による損失が無視できない量になっ

たが、他方、生育後半に溶出する被覆尿素や生育後半の追肥ではほとんど

溶脱が認められず、脱窒や有機化も少なく水稲による利用率が高い。この

ことは水稲の生育量が増して吸収量が増加するだけでなく、昼間の降下浸

透量が減ることからみて水稲の吸水量が増えることも溶脱抑制の一因と考

えられた。

③	低投入・環境保全型生産技術の開発と生産技術情報システムの構築を行っ

た。富山県内11か所のアメダス気象データをリアルタイムで受信し、 1㎢

メッシュ毎の気温と日射量を推定するシステムを構築し、メッシュ化した

気候値を用いて気象と玄米中アミロース含量の関係を解析すると、登熟期

間中の夜温が低いほうがアミロース含量が低下した。水稲施肥窒素の利用

率は、施用後の日射量と平均気温などの気象条件との関係が高い。水田土

壌中の窒素の 3次元挙動を表す動態モデルを作成し、メッシュ化気象デー

タと合わせて水稲生育を予測するシステムを構築した。

④	土壌中の有機物の分解、肥料窒素成分の有機化、土壌バイオマスなどの変

動要因を明らかにして、窒素動態の制御と環境容量強化技術を確立するた

めの理論を構築し、循環モデルを開発した。逐次可逆・有機化モデルなど

の検討により温度が下がるほど、無機化に比べて有機化速度が優先するの

で低温下では有機化が進むことを明らかにした。有機態炭素源が施用され

た条件での無機態窒素の有機化過程を反応速度論的に明らかにした。重窒

素を利用して土壌中に占める易分解性窒素の割合を算出し、その量が乾土

効果の 3倍程度であることを明らかにした。

（2）	砂質浅耕土の輪換利用体系における環境負荷物質の動態解明に関する研
究25）	（平成11～15年）

①	水田の輪換利用により田畑が混在する常願寺川流域の地下水中の硝酸性窒

素濃度の実態を把握した。扇状地の自噴井戸について、集水域標高が1400m
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と高い灌漑水と扇状地の降水では水中の酸素同位体比が異なることを利用

して灌漑水由来と降水由来の水の寄与率を測定した。下流域の被圧地下水

では硝酸性窒素濃度の周年的な変動はなかった。上中流域の地下水中の硝

酸性窒素濃度は季節的な変化があり、季節によって地下水の涵養源の灌漑

水由来と降水由来の割合が変化する。この流域の地下水の硝酸性窒素は非

灌漑期に土壌に蓄積されたものが灌漑期に入り溶脱して地下水に流入する

という季節的な変化があった。

②輪換畑土壌における窒素の動態解明

　	圃場レベルで窒素のインプット、アウトプットを把握して、窒素収支を求

めることで輪換圃場における地力窒素の動向を解明した。近年、水稲への

窒素施肥量が削減されているが、おおむねインプットとアウトプットは同等

であり、水稲作では土壌窒素含量の低下は生じないと判断された。一方で、

大豆作においては、重窒素自然存在比を用いて大豆の窒素固定能を把握し

て窒素収支を定量化した結果、1年間に4.5～6.5㎏ N/10a が圃場から失われ

ていると推定されたので土壌生産力の維持には有機物施用が不可欠である。

③	湛水と畑条件における培養窒素量とリン酸緩衝液抽出窒素量との比較によ

り、湛水条件では培養窒素の増加量と PEONの減少量を比較すると同程

度になるのに対して、畑条件では、PEONがほとんど減少しなくても培養

窒素量は増加することから、湛水条件と畑条件では、土壌窒素の無機化に

使われる窒素プールが多少異なると考えられた。田畑輪換の繰り返しによ

り土壌からの無機化窒素量はより多くなるが、その時は PEON画分以外

の窒素プールが消耗していると考えられた。

④	礫質水田における施肥窒素は非常に速やかに溶脱されるので、作物吸収パ

ターンと施肥の同調が負荷軽減に重要で、被覆尿素などの利用効果が高

い。畑条件では稲わら施用による施肥窒素の有機化が湛水条件より小さ

く、透水性も大きく、輪換田に比べて輪換畑の溶脱抑制効果は小さい。

（3）	砂質浅耕土水田の輪換利用体系における環境負荷物質の制御に関する研
究25）（平成16～17年）
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①	非灌漑期間に蓄積した硝酸性窒素の溶脱を制御するために、冬期に緑肥作

物で吸収させ、かつ有機物を投入することで溶脱を防ぎ、作物による窒素

の利用率を高める技術を検討した。緑肥作物による硝酸性窒素の回収は気

温が上昇する 4月以降に高まるが、マメ科緑肥作物ではすき込まれた直後

は非作付区に比べて溶脱量は増えなかったものの土壌溶液中の硝酸性窒素

濃度が急激に上昇し溶脱軽減効果は小さかった。非マメ科作物では、すき

込まれた直後は有機化が進み溶脱軽減効果は高いが、大豆の初期生育確保

に増肥が必要で、マメ科との混播が重要なポイントである。

②	水田からの栄養塩類の流出は、砂質浅耕土地域でも懸濁態での流出が多

い。懸濁物質の流出を低減できる節水代かきは「いつき」の発生しやすい

輪換利用体系下の砂質浅耕土では適用できないので、土壌粒子を主成分と

する懸濁物質 SSを電解質濃度を高めて凝集させることが有効である。ケ

イ酸石灰は速効性肥料に比較して田面水の電気伝導度を緩やかに上昇さ

せ、SSの沈降に効果があった。200㎏ /10aのケイ酸石灰を施用して 2週間

以内に代かきを行うとECが上昇して懸濁物質の沈降が速まり系外への排

出を抑制できる。

４）静岡県農業試験場海岸砂地分場指定試験地の主な取り組み

　静岡県の指定試験地は、昭和 4年に水稲、普通畑作、茶で開始した。海岸

砂地分場での指定試験は、昭和41年に「砂地土壌における野菜の施肥改善」

の課題で開始した。牧之原台地には茶園が広がり、遠州灘に面した海岸の砂

地には野菜畑が広がる。茶園のある台地を通ってきた河川の流域には水田が

ある。この地域では、地下水汚染などの理由から飲料水源を大井川、および

大井川下流の地下水にゆだねている。このため、現時点で直接的な地下水汚

染の被害は受けていない。

（1）	樹園―水田―砂地の土地利用連鎖系における砂地環境容量の解明26）

（平成7～10年）

①	砂地を取り巻く土地利用連鎖系における窒素動態を解明し、窒素流出制御
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技術の開発を行った。茶園―水田―砂地野菜畑の土地利用連鎖系におい

て、台地上の茶園を集水域とする小河川の硝酸性窒素濃度は15～35㎎N/L

で推移した。この平均濃度27.3㎎ N/L の水を水田灌漑期間（99日）、2.0ha

の水田に灌漑した場合の見かけの窒素除去量は234㎏ N/ha であった。こ

の結果を対象地域の茶園台地（6540ha）および水田（1386ha）にあては

めると、水田の窒素流出量の低減効果は、窒素溶脱量1860tN/y、除去量

320tN/y と推定され、水田による窒素流出量の低減効果は17.5% と計算さ

れた。

②	砂地野菜地帯の地下水の硝酸性窒素濃度は、ニンジン播種後、またはトン

ネル除去後に顕著に高まり、営農活動の影響が大きい。地下水の硝酸性窒

素濃度は最大で50㎎ N/L で、また地下水中で脱窒反応が生じていること

が判明した。

③	茶園を集水域とする河川の硝酸性窒素濃度は年間を通して大きな変動がな

く、このことを利用して野菜畑に潅水することで野菜の施肥量を削減でき

る。ダイコンの根重は投入窒素総量によって決定され、潅水中の窒素レベ

ルに応じて33~46%の減肥が可能であった。

（2）	砂地における環境負荷物質の動態解明と地形・地目連鎖系を活用した窒
素除去技術の開発に関する研究27）（平成11～15年）

①茶園―水田連鎖系の環境保全機能の強化と土地利用計画の策定

　	茶園5400ha を含む牧之原市南東部末端地域の小河川から流出する硝酸性

窒素量の分布が明らかになり、茶園単位面積当たり200㎏ N/ha の流出が

あると見積もられた。対象茶園の施肥量は平成10年から減少傾向である

が、平成15年段階でも河川からの窒素流出量に有意な低下傾向がなかった

ことから、施肥窒素が溶脱して地下水とともに流出・湧出するまでに長期

間を要すると考えられた。

②	水田の脱窒機能を積極的に活用するために、水田に通年湛水を行うモデル

試験を実施した結果、冬期間（12～3月）、夏期間（6～9月）の窒素除去速

度は0.58㎏N/㎡ /d、1.04㎏N/㎡ /dであった。水田を通年湛水する窒素除
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去方法は、冬期に除去能が低下するが、窒素に富む小河川の窒素除去には

有効な技術である。

③	砂地における露地野菜栽培における溶脱量を測定するために埋設型ライシ

メータを用いて測定し、慣行栽培のニンジン、かんしょ、キャベツ、ハウ

スメロン、ハウスイチゴの溶脱率は投入窒素量の21%、56%、30%、42%、

85%であった。溶脱量低減のためにシグモイド型の被覆尿素と追肥を組み

合わせた体系で収量を維持して、窒素施肥量を20%減少することができた。

④	ハウスでの窒素溶脱量低減技術として、周年被覆によりハウス内への降水

量を減少させると窒素溶脱量は慣行の85%から61%へ低減した。

（3）	地形・地目連鎖（海岸砂地―水田低地―茶園台地）系を活用した環境負
荷物質除去技術の開発に関する研究27）（平成16～17年）

①	砂地地域67.2ha、41.2ha の 2 地域の調査を行って、砂地露地畑の面源負荷

を推定した。年間の窒素溶脱リスクは122～133kgN/ha と見積もられ、溶

脱量を年間降水量で除した値から溶脱水の平均窒素濃度は6.8～7.4mgN/L

と計算された。なお、これには有機物施用に由来する窒素は含まれない。

また、露地野菜作の窒素溶脱量の低減を目的に、灌水同時施肥栽培を行う

と収量がほぼ同じ条件で、スイートコーン、ニンジン、カボチャ、ブロッ

コリーに対して、17～37%の施肥量の削減と64~82%の窒素溶脱量の低減

が可能となった。

②茶園―水田連鎖系を活用した環境負荷物質の除去技術の開発

　	水田の通年湛水における冬期間の降下浸透水中の窒素除去能を検討した結

果、窒素除去は見かけ上温度に依存せず、非常に高い浄化機能を持った。

冬期の窒素除去において降下浸透水の影響が大きいので、降下浸透水を含

む水収支を考慮した窒素除去推定式を提案した。この式を用いて河川毎に

窒素除去に必要な水田面積を見積もると、水田すべてにかけ流し灌漑を行

うと想定した場合、10㎎ N/L 以下への除去は、11流域の内の 3流域で通

年可能で、 3地域が夏期のみ可能で、その他の河川では通年通して水田の

面積不足と評価された。
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（4）	砂地野菜における畜産由来有機性資源の循環利用に伴う環境負荷物質の
動態解明と環境負荷低減技術の開発（平成18～20年）

①	砂地野菜畑におけるニンジン、カボチャの灌水同時施肥によって窒素吸収

量に基づいた施肥をすると、施肥効率が高まり、窒素溶脱量を慣行栽培よ

り削減できる28）。窒素吸収量に応じて施肥をするために、生育時期に応じ

て液肥の窒素濃度、施用間隔を変更する。液肥の窒素濃度は、窒素吸収の

少ない生育初期は低く、窒素吸収の多くなる生育中・後期は高くする。灌

水同時施肥区の窒素吸収量は、慣行を上回る。窒素施肥量に対する溶脱率

は、慣行区の63～74%に対して19~21%となる。灌水同時施肥区と慣行区

の窒素溶脱量の差は、生育初期では比較的小さいが中期以降に大きくな

る。窒素吸収量に基づいた灌水同時施肥により慣行栽培と同等以上の収量

を得ることができる。

②	茶園ー水田地形ー地目連鎖系において台地から流出した硝酸性窒素の除去

による水質浄化が必要な地域内において、水田の湛水直前に稲わらをすき

込み、本来は非灌漑期間である冬から初春にかけて湛水状態を維持するこ

とにより、農業水系における窒素除去量を安定的、効率的に高める技術を

開発した29）。慣行灌漑体系と冬期湛水体系での窒素除去量は、20～50、350

～810㎏ N/ha/y となり冬期湛水による除去効果が大きい。原因として湛

水期間の拡大と間断灌漑等を行わない冬期湛水期間の灌漑水量が多いこと

がある。さらに、稲わらすき込みを行うと、耕耘のみの対照区と比較して、

田面水の窒素濃度が低く、積算窒素除去量は対照区の 2倍となる。有機物

施用区の低温期間の窒素除去量の増大には脱窒活性の増大が寄与した。

③	陰イオン交換能を持つ炭化物を充填した浄化槽を設けて高設栽培施設から

の排水を通過させることで、排出される硝酸性窒素量を0.2㎎ /L 以下に低

減できる30）。設置面積が小さく、脱窒に比べて浄化能力の温度依存性が低

い特徴がある。

　　注	：機能性炭：1.3mol/㎏は、18㎏ N/㎏を超える交換容量があり、食品残渣

等の未利用有機物資源から製造、固定した硝酸態窒素は再利用できる。
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④	砂地露地野菜畑に施用した重窒素標識牛ふん堆肥は、施用 2年後までに堆

肥由来窒素の17~18%が溶脱し、10~13%が作物に吸収される。堆肥施用

量が窒素換算で10~40g/㎡の範囲において施用量の違いが堆肥由来窒素溶

脱率及び利用率に及ぼす影響は小さい。ニンジンとスイートコーンの年 2

作体系で施用 2年後に施用量の半分程度の重窒素標識堆肥由来窒素が残存

した31）。

５）愛知県農業総合試験場豊橋技術センター指定試験地の主な取り組み

　昭和24年に農事改良実験所としてスタートし、昭和26年に愛知県農業試験

場豊橋試験地に移管され、鉱質土壌（赤黄色土）の土壌改良、施肥法の改善

を目指す指定試験地となった。

　渥美半島を中心とする赤黄色土の露地野菜地帯は保肥力が弱く、生産性向

上のために多施肥の傾向がある。このため、窒素などの肥料成分の流出によ

る地下水、河川の水質汚濁、三河湾の富栄養化が懸念されている。当該地域

は畜産が盛んで、それに由来する有機性資源も多く発生することから、水環

境の保全と、地域で排出される畜産有機性資源の環境保全的有効利用法の確

立が必要となる。総量削減計画に基づく水質保全対策が実施されている三河

湾は、南を渥美半島、西に知多半島に遮られて閉鎖性が強い。この数年間に

富栄養化が進んだ。このような背景から、平成7年度から課題が環境問題に

シフトした。

（1）		鉱質畑土壌における有機物資源の有効利用による還元容量の解明32）

（平成7~10年）

①	農業用井戸を対象に、堆肥を施用したキャベツ畑とタマネギ畑の地下水水

質を調査した結果、硝酸態窒素濃度の季節変動は小さく、年間を通して 5

㎎ N/L 以上の高濃度であった。深さ 5 m以内の井戸では、最大60㎎ N/L

と高濃度となる例があり、汚染のない地下水と比べて、全ての井戸で塩化

物イオン、硫酸イオン濃度が著しく高く、堆肥や肥料成分の地下水への流

出の影響が示唆された。
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②	窒素施肥量を変えてキャベツとスイートコーンを栽培し、下層土の浸透流

出する土壌溶液中の硝酸態窒素濃度を測定した結果、キャベツでは窒素施

肥量の増加に伴って収量が増えるが、施肥窒素量300㎏ N/ha 以上では浸

透流出する硝酸態窒素濃度が著しく上昇した。スイートコーンでは、250

㎏ N/ha 以上で収量が頭打ちになることから、赤黄色土における窒素施肥

量はキャベツで300㎏ N/ha、スイートコーンで250㎏ N/ha が適当である。

③	初年度に窒素含有率の低い牛ふん堆肥またはバーク堆肥を乾物換算100t/

ha から300t/ha 施用し、 3年間化学肥料を均一に施肥し、冬作にキャベ

ツ、夏作にスイートコーンを栽培して収量と硝酸態窒素の流出を調査した

結果、牛ふん堆肥、バーク堆肥ともに堆肥施用直後の収量は低下したが、

2作目のスイートコーンでは堆肥施用量の多い区ほど増収の傾向があり、

浸透流出する硝酸態窒素濃度は、初年度は化学肥料単用区より低く抑えら

れるが、堆肥からの窒素発現が緩やかに現れる結果、 2～ 3年目にかけて

次第に高くなった。

④	各種家畜ふん堆肥の化学肥料代替効果を夏作スイートコーン、秋冬作キャ

ベツの年 2作体系で検討した。稲わら堆肥と鶏糞堆肥では、堆肥単独の大

量施用でも化学肥料と同等の収量が得られたが、豚ふん堆肥、牛ふん堆肥

では堆肥で半量の施肥窒素を代替し、不足する養分を化学肥料で補う方法

で化学肥料に近い収量を確保できた。窒素肥料の半量を代替する堆肥施用

方法では地下浸透する硝酸態窒素濃度を化学肥料区より低く抑えることが

でき、特に牛ふん堆肥と豚ぷん堆肥では硝酸態窒素流出低減効果は大き

かった。

（2）赤黄色土露地野菜地帯おける環境負荷物質の動態解明33）（平成11～15年）

①	露地野菜畑に隣接する深さ 5～ 8 mの農業用井戸から採取した浅層地下水

の硝酸性窒素の平均濃度は36～60㎎ N/Lと高濃度でδ15N 値が15～20%と

高い値を示したことから、その由来として家畜ふん堆肥の影響が大きいと

考えられた。

②	秋冬作キャベツ、夏作スイートコーンの作付体系で 5作にわたって、速効
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性肥料（尿素）、緩効性肥料（被覆尿素）を重窒素で標識し、化学肥料由

来窒素の流出量を調査した結果、緩効性肥料では、浸透水の硝酸性窒素濃

度は速効性肥料より低く抑えられた。施肥窒素量に対する流出率は、速効

性肥料で29%、緩効性肥料では17%で、緩効性肥料の窒素流出抑制効果が

明らかであった。

（3）	赤黄色土露地野菜地帯における環境負荷物質制御技術の開発33）（平成16

～17年）

①	高濃度の硝酸性窒素を含む井戸を集水域内に有する河川では、河川水の水

質は、平水時には野菜畑の浅層地下水が希釈されたとみなせるイオン組成

を示した。 2年間の河川水質モニタリングにより、本地域の窒素流出負荷

量の大部分は、硝酸性窒素を高濃度に含む地下水の流出によるものと考え

られた。

②	有機物の施用前歴の異なる圃場で、スイートコーンを均一栽培したとこ

ろ、 5年間牛ふん堆肥200~300t/ha/y 施用して無化学肥料栽培を続けた区

では、著しい増収が認められたが、夏季には深さ60㎝の土壌溶液中の硝酸

性窒素濃度は100㎎ N/L を超えた。一方、 5年間化学肥料（窒素成分硫

安）に加えて、牛ふん堆肥40t/ha/y の標準施用を続けた区では、増収効

果が認められ土壌溶液中硝酸性窒素濃度は堆肥無施用区（化学肥料単用

区）と同程度であった。生産性の向上を堆肥のみに依存する栽培では、高

温多雨の夏季に大量の窒素負荷を生じることが問題である。

③	高温多雨である夏期は野菜畑が休閑期で、土壌に残存する窒素が無機化し

て地下へ浸透する。夏季休閑期の緑肥の栽培は地下水への硝酸性窒素の流

出抑制に大きな効果がある。クロタラリア、ソルガムを栽培して深さ60㎝

の土壌溶液中の硝酸性窒素濃度を裸地区と比較すると、播種後30日後から

差が生じて、裸地区が100㎎N/Lを超えたのに両緑肥栽培区は10㎎N/L以

下となった。さらに緑肥をすき込んだキャベツ定植後も、夏季裸地区と比

べて土壌溶液中の硝酸性窒素濃度が高まることはなかった。

④	緑肥由来の窒素の発現量と肥効を解析するために重窒素標識緑肥をすき込
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んだライシメータでキャベツ 2作、スイートコーン 1作を栽培した時の緑

肥由来の窒素の年間の発現量は、クロタラリアでは年間に45%が発現した

が、他の緑肥では20%程度に過ぎない。 1作目にはクロタラリアとセスバ

ニアでは、36%、17%であった。作物の窒素吸収に占める緑肥由来窒素の

割合は、 1作目ではクロタラリア32%、セスバニア18%で、マメ科ではあ

る程度肥効が期待できる。イネ科のソルガム、ギニアグラスでは10%で大

きな肥効はない。易分解性の窒素が発現した後の 2作目以降、緑肥由来窒

素発現率は、どの緑肥も 5 %以下と低かった。圃場レベルで、緑肥すき込

み後1作目の年内どりのキャベツ作では、クロタラリアすき込みの増収効

果により50㎏ N/ha の減肥が可能であったが、ソルガムでは明確な増収効

果はなかった。

⑤	露地野菜畑と畜産排水の影響を受けた窒素高濃度の河川水をかんがいする

水田では、かんがい水の平均窒素濃度24㎎ N/L が水田内の流下過程で田

面水中で半減し、作土浸透過程では、 1 ㎎ N/L 以下に低下した。600㎏

N/ha 以上の窒素の流入に対して、500㎏ N/ha 以上が水田内で除去され、

水田の大きな窒素浄化機能が明らかになった。

（4）	赤黄色土露地野菜地帯における畜産由来有機性資源の循環利用に伴う環
境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発（平成18~22年）

①	台地造成土、細粒質褐色森林土畑における秋冬キャベツ栽培では有機物を

投入しない場合、土壌炭素含量が減少するが、ソルガムを夏季に栽培して

すき込むと、減少を抑制でき、ソルガム導入初期の土壌炭素貯留効果は

100gC/㎡ /y 程度と試算される34）。ソルガムをすき込むと、亜酸化窒素の

発生が増すが、この放出量増加を加味しても、土壌炭素貯留効果はわずか

に減少するだけで、90gC/㎡ /y と試算された。

②	畜産業を伴い露地野菜畑が流域面積の54%を占める赤黄色土地帯の三河湾

流入河川の 1つを対象に窒素、リンの流出特性と流出負荷量を評価した。

降雨出水時には河川流量の増大に伴い、SiO2や肥料成分由来のイオン類と

ともに硝酸態窒素濃度の低下が認められ、逆に SSと PP（懸濁態リン）濃
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度は河川流量に伴って上昇し、SSと PPには強い正の相関がある35）。窒素

が常時流出しているのと対照的にリンの大きな流出負荷は SSと同様に、

ほぼ50㎜ /d 以上のまとまった降雨があった場合に限られた。窒素では年

間流出負荷量は19.2Mg/㎢/yで、その内T-Nの89%、硝酸態窒素とアンモ

ニア態窒素の94%が基底流出によるものであった。リンの年間流出負荷量

は2.0Mg/㎢ /y で、その内T-P の53%、PPの84%が出水時の直接流出で

あった。以上の結果、梅田川の窒素の由来は野菜畑を地下浸透した硝酸態

窒素の地下水流出および畜産浄化槽排水が、リンについては畜産浄化槽排

水に加えて土壌侵食を伴う表面流出が主であると考えられた。

　　注	：降雨前後の河川流量の平均値を基底流出量、出水時の流出量から基底

流出量を引いたものを直接流出量とする。

６）鹿児島県農業試験場大隅支場肥料指定試験地の主な取り組み

　昭和22年に農林省・鹿児島農事改良実験所・鹿屋試験地土壌係として設置

され、昭和26年に指定試験地として県へ移管された。課題は、「かんがい下

における火山灰土の施肥改善」で土壌改良による増収技術開発が中心であっ

た。指定試験地は、大隅半島の中央部の北から南に広がる6000ha の扇状の

笠野原台地に位置し標高は108mで、温暖多雨の気象条件でシラス台地上の

黒色火山灰土壌が 7割を占める。シラス台地の畑土壌は、保肥力、保水力が

弱く、養分の下層土への溶脱が大きいなど、土壌の浄化能力が低い。笠野原

台地は、西側に肝属川、東側に串良川が取り囲むように流れ、畑作農業と畜

産が盛んである。鹿屋市は、鹿児島県の家畜排せつ物の12%を排出する。台

地畑への家畜排せつ物、化学肥料の施用量が多く、水系への養分負荷量が多

い。台地周縁部の地下水、湧水、河川水は汚濁程度が大きく、周辺住民はこ

れらの水系の水を一部飲料水として利用している。このような背景から、平

成 7年度からは、「多雨暖地畑畜複合地帯における家畜ふん尿などの還元容

量の解明」に変更して家畜排せつ物を中心に環境保全を考慮した有機物の有

効な施用技術の開発を行った。
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（1）	多雨暖地畑畜複合地帯における家畜ふん尿などの還元容量の解明36）	

（平成7～10年）

①	4 か年平均で、シラス台地畑周縁における湧水 5地点、地下水 7地点の硝

酸性窒素含有率が10㎎ N/L を超えた。これらの地点ではカリウム濃度も

高い。肝属川の硝酸性窒素含有率は、全般に串良川の濃度を上回った。上

流に比べて下流で高い傾向で、途中で流れ込む川の水質で変化した。湧水

の硝酸性窒素濃度の高い地点では、カリウム、カルシウム、マグネシウ

ム、ナトリウムも高かった。湧水 7、地下水 9地点はδ15N 値が高く、他

の地点に比べると家畜ふん尿および家畜ふん堆肥の影響を受けている。

②	牛ふん堆肥、鶏ふん堆肥および豚ぷん堆肥を連用した場合、サトイモ収量

は鶏ふん堆肥＞豚ぷん堆肥＝対象区>牛ふん堆肥の順であった。全窒素吸

収量は、家畜ふん堆肥を施用した区が対象区を上回り、鶏ふん堆肥区がみ

かけの窒素肥効率が高かった。家畜ふん堆肥を施用した区は、土壌養分の

富化が認められ、牛ふん堆肥区では交換性カリウムの増加が著しいので、

土壌中へのカリウムの集積に注意する必要がある。

③	ジャガイモの上芋収量は、鶏ふん堆肥＋牛ふん堆肥区＞鶏ふん堆肥区＞鶏

ふん堆肥＋化学肥料区＞豚ぷん堆肥＋牛ふん堆肥区＞対照区の順で、鶏ふ

ん堆肥を施用した区で増収傾向であった。また、化学肥料を併用した区は

対照区と同様に土壌溶液の硝酸性窒素濃度がかなり高かった。このことから

収穫後の裸地条件では化学肥料施用による下層への養分溶脱が示唆された。

④	有機物だけでハクサイを栽培すると、豚ぷん堆肥区の結球重は対照区と同

等で、牛ふん堆肥区、鶏ふん堆肥区の結球重は対照区の 9割程度であった。

　	9 作合計のみかけ上の窒素肥効率は牛ふん堆肥で 3割、豚ぷん堆肥で 5

割、鶏ふん堆肥で 6割であった。しかし、夏作と冬作では見かけの窒素肥

効率の差が大きかった。

（2）	シラス台地畑における環境負荷物質の動態解明に関する研究37）（平成11

～15年）

	 南九州畑作地帯における環境負荷物質制御に関する研究37）（平成16～17年）
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　平成11年度から「シラス台地畑」を研究フィールドにして、台地周縁の湧

水、河川水の水質実態と、台地内の水理地質構造などの解析から、硝酸性窒

素による環境負荷の質と量の解明を行うとともに、化学肥料や家畜ふん堆肥

の施用による窒素収支の改善に取り組み、地帯別に優先する対策を明確に提

示し、水質改善指針などを作成した。平成16～17年度は、環境負荷物質の動

態解明だけでなく、環境負荷低減技術の開発を行った。

①	南九州シラス台地における窒素負荷ポテンシャルを解析すると、笠野原台

地では、耕地10a 当たり化学肥料から12㎏、家畜排せつ物から109㎏、合

計121㎏の窒素が年間発生した。一方、鹿屋原台地では年間10a 当たり施

肥由来から17㎏、家畜排せつ物から15㎏、合計32㎏と計算される。このこ

とから鹿屋原台地の窒素負荷ポテンシャルは笠野原台地より小さい。これ

らの負荷ポテンシャルを集落単位でまとめ、地域別の潜在的負荷特性を明

らかにした。これらのデータを用いてGISを活用した環境負荷リスクマッ

プを作成した。

②	平成11～15年の笠野原台地周縁の湧水、井水の水質モニタリング調査か

ら、台地西部の湧水では硝酸性窒素濃度10㎎ N/L を超過する点が存在し

た。汚染程度は台地西部が中央部及び東部より高かった。モニタリング地

点における硝酸性窒素濃度分布、標高データから、台地内部の第 1帯水

層、第 2帯水層の分別にケイ酸濃度が指標になり、第 2帯水層はシラス台

地外由来の水（高隅山系など）であると考えられた。第 1帯水層地下水は

シラス層を通過する浸透水と下位の第 2帯水層からの水によって賄われて

いる。第 2帯水層の地下水はいまだ深刻な汚染には至っていない。湧水の

全リン酸、無機リン酸とも低濃度である。

③	鹿屋原台地周縁のモニタリング調査では、平成18年度12月までの硝酸性窒

素濃度は2.7～12.9㎎ N/L の範囲で平均7.0mgN/L、笠野原台地では0.6～

13.4㎎ N/L の範囲で平均5.7㎎ N/L で、鹿屋原台地周縁部の湧水の平均濃

度が高かった。その他の成分も鹿屋原台地が総じて高く、硫酸イオンの高

さが特徴的であった。笠野原台地、鹿屋原台地の湧水地点ともに、硝酸性



（	93	）４．環境問題にシフトした後の指定試験地の主な成果の紹介

窒素の環境基準である10㎎ N/L を超えた経験のある地点がそれぞれ 3地

点あった。これらの超過地点には、 6月～ 9月に特徴的ピークのある湧水

があった。

④	河川水の調査を行った結果、台地西部を流れる肝属川は年平均硝酸性窒素

濃度が6.0㎎ N/L を超える地点もあり、串良川に比べて高かった。串良川

では、下流へいくにともなって濃度が上昇傾向であるが、肝属川では中流

での急激な濃度上昇が特徴である。湧水は、河川水の硝酸性窒素濃度に影

響を及ぼしていた。

⑤	笠野原台地周縁の湧水地点の硝酸性窒素の由来を推定するために、安定同

位体自然存在比を測定した。台地西部の汚染地域の湧水は、安定同位体自

然存在比が他の地点に比べて高い値（11.5～11.8）で、この地域における

汚染原因は家畜排せつ物の可能性が高い。窒素原単位法による台地西部の

潜在的窒素負荷量は養豚、乳用牛が多く、窒素安定同位体法による由来窒

素の推定を補強する結果となった。

⑥	原料用サツマイモーキャベツ体系で化学肥料使用の対照区と牛ふん堆肥、

豚ぷん堆肥および鶏ふん堆肥で連用区を設けた。2001年から2004年まで、

キャピラリーライシメータでサツマイモーキャベツ体系における浸透水を

採取し窒素の流出実態、降雨量と浸透量の関係、窒素収支を解析した。 4

年 8作の通算での施用窒素量に対して、作物に吸収された割合は、対照区

65.3%、鶏ふん堆肥区50.6%、豚ぷん堆肥区29.6%、牛ふん堆肥区29.5% の

順であった。溶脱した窒素の割合は、それぞれ18.4%、12.0%、7.1%、6.5%

と各資材の窒素無機化速度に応じた関係であった。

　	　浸透水の年平均硝酸性窒素濃度は、連用 1年目で対照区が最も高い。連

用 2年目では鶏ふん堆肥区が対照区を上回り、 3年目には牛ふん堆肥区及

び豚ぷん堆肥区が対照区を上回った。このように家畜ふん堆肥の連年施用

によって化学肥料以上の窒素の溶脱が認められる。堆肥連年施用による窒

素有効化量は（窒素溶脱量＋窒素吸収量）は経年的に増加する。窒素肥効

率を勘案した家畜ふん堆肥の施用は、単年度において化学肥料と同等の効
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果発現は難しいものの、連年施用によって十分な効果が期待される。連年

施用する堆肥の量と種類によっては、化学肥料施用以上の窒素溶脱の可能

性があった。家畜ふん地肥連用栽培にあたっては、蓄積された土壌窒素か

らの無機化を考慮した施肥が環境負荷低減に重要である。

⑦	家畜ふん堆肥連用下での無機化窒素量と浸透水の硝酸性窒素濃度を予測し

た。キャピラリーライシメータで溶脱窒素量を、収穫物調査によって作物

窒素吸収量を求めた。各堆肥からの窒素無機化予測については、溶脱量と

作物吸収量の合計値から無窒素区のそれを差し引いた量を堆肥由来のみか

けの窒素無機化量をみなし、 4年間の実測値を既存のモデル式にあては

め、無機化の経年変化をシミュレートした。この結果、年間窒素投入量の

50%が無機化するのに要する連用年数は、鶏ふん堆肥で 2年、牛ふん堆肥

および豚ぷん堆肥で 4～ 5年、同様に90%の有効化には鶏ふん堆肥で 6

年、牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥で35~37年と予想される。肥効率を勘案した

家畜ふん堆肥の連用では、対照区の窒素施用量なみの無機化には、 5年以

内の短期間にそのレベルに達すると予測された。

　	　浸透水の硝酸性窒素濃度の将来予測（60㎝深さ）を以下の条件で行っ

た。浸透水の硝酸性窒素濃度＝｛（無機化予測量－作物吸収量）／浸透水

量｝＋土壌由来濃度（無窒素区4.4㎎ N/L）。年間降水量を2400㎜として、

50%が60㎝以下に浸透する。作物による窒素吸収量は、原料用サツマイ

モーキャベツ体系下の標準施肥量280㎏ /ha とする。年間窒素無機化量の

うち、作物吸収量以外は溶脱窒素量とすると、年間窒素無機化量予測量が

280㎏ /ha 以下の場合、無機化予測量の20%が溶脱する。上記の条件で浸

透水の硝酸性窒素濃度を予測すると、鶏ふん堆肥10年連用以降、硝酸性窒

素濃度18㎎ /L 程度で収束し、豚ぷん堆肥は30年以降20㎎ /L を超えて収

束、牛ふん堆肥が30年以降30㎎ /L を超えて収束すると解析された。

　	　これらのシミュレート結果から、単年度収量を化学肥料と同等とするた

めの窒素肥効率を考慮した家畜ふん堆肥の連年施用では、栽培作物に対し

て、過剰な窒素が供給される。連年施用による窒素有効化量を見積もり、
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それを考慮した施肥をおこなうことが環境保全的に重要である。

（注：筆者の感想であるが、各種堆肥連用（化学肥料併用含む）の試験は、

連用に伴いリンやカリの過剰など養分バランスの崩れや、窒素無機化量の過

剰が生ずるところで終了になることが多い。予め試験圃場の一部に連用に伴

う減肥調整区を設けておき、減肥プログラムを実証してみせる必要があると

思う。）

（3）	シラス台地上の畑作地帯における畜産由来有機性資源の循環利用に伴う
環境負荷物質の動態解明と環境負荷低減技術の開発（平成18～22年）

①	鹿児島県の主な畑土壌の硝酸態窒素の吸着特性は土壌の種類で異なり、特

にアカホヤは他の土壌に比べて吸着量が多く、他の土壌の約 4～ 6倍、硝

酸態窒素の流出遅延の効果が大きいことは、硝酸態窒素溶脱のモデルに活

用された38）。

②	大隅半島のシラス台地の累積性火山灰土壌における 0～ 3 m深さのローム

層は、その直下の約70m深さまでのシラスと大隅降下軽石層に比べて、陰

イオン交換容量が明らかに大きく、硝酸態窒素換算値で推定した潜在的な

陰イオン保持可能量も約1.6倍多い39）。表層部から 3 mまでのローム層に

おける硝酸態窒素保持可能量は約210g/㎡でその下70mまでのシラス層と

大隅降下軽石層の約134g/㎡の1.6倍多いと推定された。

③	南九州シラス台地上の多腐植質厚層黒ボク土畑における年間浸透量を求め

た。土壌保水量の実測に基づく水収支法によって推定される無植生条件の

多腐植質厚層黒ボク土畑における 1 m深さを通過する年間浸透水量は、年

間降水量2536㎜の約65%であり、春夏作期間は冬秋作期間より浸透水量が

多く浸透率も高い40）。農地の土壌水の動態と水収支の解明は、農業由来窒

素の地下水への影響の削減を図るうえで重要である。

④	民間参加の八千代エンジニアリング㈱との共同で、大隅半島シラス台地周

縁地下水の水質改善のための環境負荷リスクマップを作製した41）。硝酸態

窒素による地下水汚染が顕在化している大隅半島シラス台地において、地

形、地質、潜在的な窒素負荷発生量や地下水硝酸態窒素濃度などをGISで
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整理して作成した環境負荷リスクマップは、地下水の窒素負荷に関する総

合的な情報をわかりやすく提示できる。農業に由来する窒素の集落ごと潜

在的発生量（農作物系＋畜産系）と地域ごとの負荷源の違いを示す図と、

井戸水、湧水の水質調査データを基にした硝酸態窒素濃度分布イメージ図

を作成した。負荷源の分布状況は、水質の実態と結び付けた実態の把握を

可能にする。次のステップは、農家との合意形成、ついで環境負荷低減技

術の普及である。この時、技術導入効果の予測が農家の実践を促すには重

要であろう。

⑤	陰イオン吸着能の大きな厚層多腐植質黒ボク土畑は、淡色黒ボク土や厚層

質黒ボク土に比べて硝酸態窒素吸着能が高いことから施肥窒素溶脱の遅延

効果がある42）。笠野原台地では広く厚層多腐植質黒ボク土6158ha が、鹿

屋原台地では西部に腐植質黒ボク土479ha、東部に厚層多腐植質黒ボク土

891ha が分布する。潜在的な窒素負荷発生量は笠野原台地が圧倒的に大き

いが、両台地周縁部の湧水モニタリングでは、硝酸態窒素濃度は約 7㎎ /

L でほぼ同じである。これは、両台地における地下水面までの硝酸イオン

吸着能が関与すると想定される。そこで検討した結果、陰イオン交換容

量、厚層、仮比重から求めた地下水面までの全層位土壌の硝酸態窒素吸着

量は、10a 当たり、厚層多腐植質黒ボク土畑は394㎏、淡色黒ボク土畑が

162㎏、腐植質黒ボク土畑が133㎏と推定された。地下水硝酸態窒素シミュ

レーションモデルなどで基礎データとして使用される。

５．今後への期待

　指定試験制度の大きな特徴として、試験研究費とは別に平均的な俸給に基

づいた人件費（指定試験地によって人数が異なる）が交付される。このこと

が道県にとっては大きなメリットである。ただし、指定試験担当に位置付け

られた職員には、設定された課題に対する職務専念の義務がある。

　最初に述べたように、指定試験地設立当初は社会経済的な要請を受けた課

題に対して迅速に研究成果を達成するために、最新の研究手法と人材の派遣



（	97	）５．今後への期待

があった。その後、新設、廃止、試験地の他県への移動などが行われた。戦

後には機械化農業、畑地灌漑、生産調整に伴う水田転換畑作、普通畑への野

菜導入などの農業情勢の変化に応じて、課題の変更や試験地の新設が行われ

た。そして、都道府県の試験研究体制が整備された状況において、大蔵省

（財務省）への指定試験の予算説明には難しい場面が多かったようである。

国の研究機関の立地条件から実施が困難なものについて、適地の都道府県の

試験研究機関を指定して委託実施する。土壌肥料では、国研が立地する土壌

条件と異なる重要な農業地帯の課題を実施するということである。平成11年

に土壌肥料試験から重要課題対応試験に変わり、地域性があるが重要な課題

について独法研究機関を新設することなく機動的に対応する。長期的視野に

立った技術開発ができる。国が有する先端技術と生産現場における経験・情

報を融合させることで、国（独法）や県単独組織では成しえない実用技術の

開発ができる。人事交流による資質向上、都道府県のフィールドを活用した

長期的研究とそれに基づく実用的技術開発などが、設置理由としてあげられ

た。

　地域の特徴的な環境問題を研究し、負荷低減、環境改善へ至る研究成果の

出口へ到達するには総合力が必要である。その上で、特に環境影響の大きな

地帯における新たな環境規範の設定や、「環境保全型農業直接支払交付金」

制度による地域特認の取組の設定ができれば有効であろう。蓄積した基礎的

知見、負荷低減技術、モデルによる技術導入による環境改善効果の予測と理

解を広げるアピール、技術普及の指導者の育成、行政―生産者―地元住民―

消費者との連携など持続的な取組を続けることが必要である。また、得られ

た成果は、試験地と類似の環境条件を有する他地域の問題解決に活用される

ように努力することが重要である。指定試験の最後の 5年間の取り組みは、

これらの点で多くの成果を上げ、今後の取り組みへの貴重な教訓を与えてく

れる。
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